
 令和８年度 

研修･講座のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★令和７年４月１日より、人材開発支援助成金の制度の見直しが行われました。 
 助成金制度については、７ページをご参照ください。 
 

★研修･講座の内容によって該当する助成金が異なります。各々の研修・講座を
掲載している箇所に下記①～③のとおり表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ ＊ ＊  一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会   ＊ ＊ ＊ 

①人材開発支援助成金(人材育成支援コース)賃金助成の対象となる場合は 人賃 と表示 

対象コースを修了した場合、 

1 人 1 時間あたりの賃金助成額 800 円(一律)×訓練受講時間(実時間:分単位)が助成されます 

②人材開発支援助成金(人材育成支援コース)受講料助成の対象となる場合は 人受 と表示 

対象コースを修了した場合、受講料の 45％が助成されます 

③人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)の対象となる場合は 建認 と表示 

雇用保険率 17.5/1000 の事業主、または建設業の許可を有する事業主が建設労働者を派遣し 

対象コースを修了した場合、1 人 1 日 3,800 円(一律)が助成されます 

≪令和 8 年 1 月 30 日現在の制度内容です≫ 

 

新設コースのご案内 
●ビジネス科 

「ビジネスで使う ICT 基礎と AI 入門」…２頁 

  業務にすぐ活かせる基礎から学びます 

 

●建設経理科 

「１級建設業経理士「財務諸表」 

        受験基礎と試験対策」…４頁 

  試験対策と実務理解をバランスよく学びます 

 



  スキルアップセンター空知 では 

         次の事業を行っています 
 

研 

修 

・ 

講 

座 

普 通 職 業 訓 練 
短 期 課 程 

（ 短 期 訓 練 ） 

職業能力開発促進法に基づき実施する認定職業訓練 

ビジネス科、土木施工管理技士の受験準備講座、ＩＴ化に即したパソコ

ン研修、建設業経理士の受験準備講座、職種別の研修など 

普 通 職 業 訓 練 
普 通 課 程 

（ 長 期 訓 練 ） 

職業能力開発促進法に基づき実施する認定職業訓練 

現在、建築塗装科を実施 

代 替 訓 練 
北海道立滝川高等技術専門学院の統廃合に伴う代替訓練として、平成

２１年４月から北海道立札幌高等技術専門学院より受託 

現在、板金科・電気工事科の２科の訓練を実施 

受 託 訓 練 ･ 研 修 

一般求職者等を対象とする北海道立札幌高等技術専門学院からの受託

訓練（パソコン基礎科、パソコン実務科、医療事務科、パソコン経理

科）、一般財団法人建設業振興基金からの受託訓練（建設総合コー

ス）その他、企業からの受託研修など 

技 能 実 習 造園、塗装など職種別団体が実施する技能に関する職業訓練 

各 種 講 座 パソコン講座、就職支援セミナーなど 

 

資 

格 

試 

験 

技 能 検 定 

職業能力開発促進法に基づき実施する技能職種の国家試験（特級・１～

３級・単一等級）職種は造園、建築板金、建具製作、家具製作、配管、

建築大工、とび、塗装など 

コンピュータサービス 

技 能 評 価 試 験 

中央職業能力開発協会主催のコンピュータ操作に関する資格試験 

部門はワープロ・表計算・情報セキュリティなど 

 

そ 
 

の  

他 
無料職業紹介事業 

キャリア・コンサルティング 

求人を開拓し、求職者へ仕事を紹介する無料職業紹介業務 

求職者が、職業選択や職業能力開発を効果的に行えるよう相談に応じ

ることにより、雇用の安定や再就職の支援を行うキャリア・コンサルテ

ィング活動の実施 

研修用教材貸出 机・イス・パソコン・プロジェクターなど研修用教材の貸出 

会 場 提 供 
研修・会議・展示会・検定試験・健康診断などの会場提供 

訓練生・受講者の自己練習に対するコンピュータ室の利用提供 

相 談 業 務 

職業能力開発に関する相談業務 

助成金の活用・研修を行う施設の案内・資格試験・能力開発計画の作り

方など 

そ の 他 の 事 業 
技能振興事業「中空知子ども工作教室」（隔年実施予定） 

健康診断等の実施など 
 
 
 

  → 詳しくはお気軽に電話等でお問い合わせください 
     Tel：０１２５－２４－１８８０ Fax：０１２５－２３－５２６１ 

     E-mail：suc@sorachi.ac.jp 
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令和８年度 研修・講座のご案内            ⇒６ページ「研修・講座を受講するには」をご確認ください 

 ビジネス科（ICT・AI基礎講座） 

 デジタル化が進む社会や職場環境に対応するため、ICT(情報通信技術)の基礎から AI の基本ま

でをやさしく学びます。パソコンやデジタル業務に不慣れな方でも安心して参加できる内容とし、

実際に AI を体験しながら、日常業務の中でどのように活用できるかを具体的に考えていきます。 

※ 受講料は税込み価格（消費税10％）です 【登録番号：T4-4300-0500-7365】 

№ 
コース名 日  程 

備    考 
受講料（会員） 受講料（会員外） 日数 時限 

001 

ビジネスで使う 

  ＩＣＴ基礎とＡＩ入門 
４/23～４/24 

・AIの体験を行うため、Google ｱｶｳﾝﾄ（ID、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ）が必

要となります。事前に各自でご準備ください。 

●対象者 ICTやAIを基礎から学びたい方 

     ICTやAIの活用経験が少ない方 15,400円 16,940円 ２ 12 

【定 員】１５名  【時間帯】９：００～１６：００  【講 師】重久 晃範（建設スクエア北海道） 

対象助成金：人賃   助成対象時間：12時間 

 

 土木科（土木施工管理技士の受験準備講座）   【ＣＰＤＳ（継続学習制度）対象】 

 難易度が高い土木施工管理技士を目指す方へ、級別の受験対策や各級共通分野を体系的に学ぶカリキュラムです。短

期間で効率的に学習でき、１・２級とも第二次検定の施工経験記述の指導・添削を行います。 

※ 受講料は税込み価格（消費税10％）です 【登録番号：T4-4300-0500-7365】 

№ 
コース名 日  程 

内    容 
受講料（会員） 受講料（会員外） 日数 時限 

002 

１級土木施工管理技士 

  第一次検定 受験対策 

６/15～６/23 

(毎週月・火) 

・1級第一次検定受験に向け、一般・専門土木、土木法規、

施工管理について、想定問題を用いた答案作成演習と解

答、ﾎﾟｲﾝﾄを押さえた詳しい解説を行います。 

●対象者 令和８年７月試験の受験者 59,400円 65,340円 ４ 24 

003 

１級土木施工管理技士  

  第二次検定 受験対策 

９/７～９/15 

(毎週月・火) 

・1級第二次検定受験に向け、施工経験記述の指導と添削、

土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工・品質管理・安全管理の選択問題の答案

演習と解説を行います。 

●対象者 令和８年１０月試験の受験者 77,000円 84,700円 ４ 24 

101 

２級土木施工管理技士 

  第一次検定・第二次検定 受験対策 
９/28～10/14 

・2級第一次検定受験に向けての想定答案練習 

・2級第二次検定受験に向けての施工経験記述の指導と添削 

●対象者 令和８年１０月試験の受験者 

●日程詳細 9/28(月)、29(火) 

      10/5(月)、6(火)、13(火)、14(水) 
89,100円 98,010円 ６ 36 

102 
１・２級土木施工管理技士 受験基礎 

１/25～３/16 

(毎週月・火) 

・1・2級検定受験に必要な基礎力養成として、一般土木、

専門土木、施工管理、土木法規の重要ﾎﾟｲﾝﾄを体系的に学

習します。 ※2/22(月)、23(火)は休み 

●対象者 令和９年度１・２級受験予定者 165,000円 181,500円 14 84 

【定 員】各１０名  【時間帯】９：００～１６：００  【講 師】目黒 良（総合資格研究会） 

 ※ 試験に関する詳細は、一般財団法人全国建設研修センターＨＰ(https://www.jctc.jp)をご確認ください 

対象助成金：人賃＋人受＋建認 ※ 受講料助成が対象となります 

助成対象時間：№002・№003 24時間、№101 36時間、№102 84時間 

【ＣＰＤＳ（継続学習制度）対象】コースの注意事項 

①上記コースを受講する際、本人確認のため本人写真付き身分証明書をご提示いただきます 

②ユニット数は訓練時限数と異なる場合があります 

～ 全コースとも、会場はスキルアップセンター空知です ～ 

（滝川市流通団地３丁目６番２３号 Tel：0125-24-1880） 
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令和８年度 研修・講座のご案内            ⇒６ページ「研修・講座を受講するには」をご確認ください 

 CAD建設科／建設科（IT 化に即したﾊﾟｿｺﾝ研修） 【ＣＰＤＳ（継続学習制度）対象】 

◆ＣＡＤ建設科 ※ 受講料は税込み価格（消費税 10％）です 【登録番号：T4-4300-0500-7365】 

№ 
コース名 日  程 

内    容 
受講料（会員） 受講料（会員外） 日数 時限 

004 

ＡｕｔｏＣＡＤ土木 

  ブラッシュアップ１ 
４/８～４/10 

・土木業務従事者の CAD 図作成に関する基礎知識や作

図演習による図面作成の基礎・応用、外部ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの

活用などを学びます。 

●対象者 AutoCAD使用経験がある方 

【講 師】重久 晃範（建設ｽｸｴｱ北海道） 
28,600円 31,460円 ３ 21 

103 

土木ＣＡＤ Ａ納図 
Ｒ９/３/３(水)

～３/５(金) 

・ﾃﾞｷｽﾊﾟｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄ「A納図(A-NOTE)」を現場で使い

こなすための方法と現場大将との連動について習得

します。（使用ｿﾌﾄ：A納図・現場大将） 

●対象者 ﾏｳｽ操作ができる方 

【講 師】 株式会社アイティエス 
59,400円 65,340円 ３ 21 

104 

ＡｕｔｏＣＡＤ土木 

  ブラッシュアップ２ 

Ｒ９/３/17(水)

～３/19(金) 

・土木業務従事者の CAD 図作成に関する基礎知識や作

図演習による図面作成の基礎・応用、外部ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの

活用などを学びます。 

●対象者 AutoCAD使用経験がある方 

【講 師】重久 晃範（建設ｽｸｴｱ北海道） 
28,600円 31,460円 ３ 21 

【定 員】各１５名  【時間帯】９：１０～１６：５０ 

 ※ 各コースとも、会場に備え付けのパソコンを使用します 

対象助成金：人賃＋建認  助成対象時間：20時間 

 

◆建 設 科 ※ 受講料は税込み価格（消費税 10％）です 【登録番号：T4-4300-0500-7365】 

№ 
コース名 日  程 

内    容 
受講料（会員） 受講料（会員外） 日数 時限 

005 

建設業における 

  ＩＣＴ技術の活用１ 
４/15～４/17 ・急速に進化する ICT技術について、建設業への適用事

例を通じて現状を学びます。 

 また、DXや AIに関する参考事例や実習を交え、国土

交通省「i-Construction 2.0」を見据えます。 

・3DCADや VR ｹﾞｰﾑ機を活用し、現場の可視化(VR)につい

て実習を通じて学びます。 

●対象者 ﾏｳｽ操作ができる方 

【講 師】 重久 晃範（建設ｽｸｴｱ北海道） 

28,600円 31,460円 ３ 21 

105 

建設業における 

  ＩＣＴ技術の活用２ 

Ｒ９/３/24(水)

～３/26(金) 

28,600円 31,460円 ３ 21 

【定 員】各１５名  【時間帯】９：１０～１６：５０ 

 ※ 各コースとも、会場に備え付けのパソコンを使用します 

対象助成金：人賃＋建認  助成対象時間：20時間 

【ＣＰＤＳ（継続学習制度）対象】コースの注意事項 

①上記コースを受講する際、本人確認のため本人写真付き身分証明書をご提示いただきます 

②ユニット数は訓練時限数と異なる場合があります 

 

 

貴社でご希望の研修・講座はありませんか？ 

ご相談ください！ 0125-24-1880 

★ 実施時期・担当講師・受講料・助成金活用などについてご相談承ります 
★ 助成金活用の場合は、希望開始時期の２ヵ月前までにご相談ください 
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令和８年度 研修・講座のご案内            ⇒６ページ「研修・講座を受講するには」をご確認ください 

 

 建設経理科（建設業経理士の受験準備講座）  

建設業経理士は、建設業における簿記および決算に関する専門知識を有することを証明する資格

です。これまで２級のみのコースでしたが、今年度は上期に２級、下期に新たに１級「財務諸表」

コースを実施し、段階的な知識の習得と資格取得を目指します。 

※ 受講料は税込み価格（消費税10％）です 【登録番号：T4-4300-0500-7365】 

№ 
コース名 日  程 

内    容 
受講料（会員） 受講料（会員外） 日数 時限 

006 

２級建設業経理士 

  受験基礎と試験対策 

７/１～９/２ 

(毎週 水曜日) 
・2級建設業経理士の資格取得を目指し、建設業簿記や決

算などの基礎知識を総復習するとともに、過去問題演習

を通して実践的な試験対策を行います。 

※8/12(水)は休み 93,500円 102,850円 ９ 54 

106 

１級建設業経理士「財務諸表」 

  受験基礎と試験対策 
１/13～３/９ 

・独学では難しい1級建設業経理士「財務諸表」について、

基礎の総復習と過去問題演習を中心に試験対策を行い、資

格取得を目指します。 

●日程詳細 1/13(水)、21(木)、27(水)、2/3(水)、9(火) 
      2/17(水)、24(水)、3/3(水)、9(火) 99,000円 108,900円 ９ 54 

【定 員】各１０名  【時間帯】９：００～１６：００  【講 師】藤下 昌幸（１級建設業経理士） 

●対象者 ・№006は建設業経理士もしくは日商簿記の３級取得者、または同等レベルの知識を有する方 

     ・№106は１級建設業経理士「財務諸表」の受験を予定している方 

●持ち物  筆記用具、電卓 

※ 建設業経理士試験はどなたでも受験できます 

  試験に関する詳細は、(一財)建設業振興基金ＨＰ(https://www.kensetsu-kikin.or.jp)をご確認ください 

対象助成金：人賃＋人受＋建認 ※ 受講料助成が対象となります 

助成対象時間：54時間 

 
 

 木工科（職種別の研修）  

※ 受講料は税込み価格（消費税10％）です 【登録番号：T4-4300-0500-7365】 

№ 
コース名 日  程 日数 

№ 
コース名 日  程 日数 

受 講 料 定員 時 間 帯 時限 受 講 料 定員 時 間 帯 時限 

007 
木工工作 木工具種類 ４/１～６/３ 40 

107 
木工工作 作業補助具種類 １/18～２/15 20 

35,200円 10 ８:30～11:30 120 17,600円 10 ８:30～11:30 60 

 108 
木工工作 素材工作 ２/16～３/31 30 

26,400円 10 ８:30～11:30 90 

◎ 担当団体：中空知木工協会  ●対象者 当該職種に携わっている方  ※土日祝と4/30、5/1は休み 

対象助成金：人賃＋建認 

助成対象時間：№007 120時間、№107 60時間、№108 90時間 

 
 

～ 全コースとも、会場はスキルアップセンター空知です ～ 

（滝川市流通団地３丁目６番２３号 Tel：0125-24-1880） 
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研修・講座 受講申込書 
 短期訓練  

 

コース 

番 号 
 

訓練科目  訓練 

期間 

月  日 

～  月  日 

日間 コース名  

雇用保険 

事 業 所 

番  号 

     － 
 
      －  

 

産
業
分
類 

そ 

の 

他 

サ
ー
ビ
ス
業 

卸
・
小
売
業 

製 

造 

業 

建 

設 

業 

企業全体常用労働 
者数 (うち事業所 
労働者数 ) 

人 

(    人) 

資本金 円 

事業所名 

代表者名 

職 氏 名 

 

 

担当者職名  

担当者氏名  

所 在 地 

〒 

 

 

Tel 

Fax 

E-mail 

何れかに 
○印記入 

雇 用 
保険率 

14.5/1000 16.5/1000 17.5/1000 
建  設  業 
許 可 番 号 

あり なし 

事 業 所 内 で の 「 職 業 訓 練 指 導 員 免 許 」 取 得 者 数         人 

番 

号 

フ リ ガ ナ  

氏   名 
性 

別 

雇 用 保 険 

被保険者番号 

 生 年 月 日   役 職 名  最 終 学 歴 

（校名、科名）  雇用年月日   所 属 部 署  

１  
男 
・ 
女 

 
  ． ．     

 
  ． ．     

２  
男 
・ 
女 

 
  ． ．     

 
  ． ．     

３  
男 
・ 
女 

 
  ． ．     

 
  ． ．     

４  
男 
・ 
女 

 
  ． ．     

 
  ． ．     

５  
男 
・ 
女 

 
  ． ．     

 
  ． ．     

６  
男 
・ 
女 

 
  ． ．     

 
  ． ．     

７  
男 
・ 
女 

 
  ． ．     

 
  ． ．     

受講料の会員・会員 
外の確認ﾁｪｯｸ(レ)欄 

 
 

会 員  
 

会員外 
会員の場合は 
所属団体記入 

 

人材開発支援助成金申請の 

該当項目確認ﾁｪｯｸ(レ)欄 
 

 

自社で行う  
 

中空知地域職業訓練ｾﾝﾀｰへの 

事  務  委  託  で  行  う  
 

申請しない 

 令和  年  月  日 
中空知地域職業訓練センター 所長 様 

○インボイス制度導入により、請求書または領収書をご希望の方はご連絡ください 

○受講料をお振込みいただく場合は、下記の口座へお願いいたします 
（振り込み手数料はご依頼人様にてご負担願います） 
なお、振込の場合は、入金処理を速やかに行うため必ず Tel または Fax で内訳をお知らせください 

 ⇒北門信用金庫本店(普通)０９６４００９ 一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会 

※申込書にてお預かりした個人情報については、個人情報保護法に基づき、安全かつ適正に管理させて

いただきます 
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令和８年度 研修・講座のご案内 

 

 研修･講座を受講するには･･･  （申し込む前に必ずご確認ください） 

◆ ｢研修･講座のご案内｣の記載内容について  

 

 

 

 

◆ 受講資格  

１．受講資格は原則として雇用保険被保険者であることが必要ですが、各コース内容に示す対象者であれ

ば在職者・求職者等に関わらず受講できます。ただし、受講申し込みが定員を超えた場合、そのコー

スによって受講決定順位が異なりますので、下記“◆受講決定”をご確認ください。 

◆ 申込書の作成と提出  

１．５ページの様式を必要枚数コピーしてから、コース毎に必要事項を記入うえご提出ください。 

  （会員・会員外、助成金に関するチェック(レ)欄も忘れずに！） 

２．受講料（会員）の金額は、一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会会員団体の構成事業所の受

講料です。（不明な場合はお問合せください） 

３．各コースとも、開講日の６週間前までにお申し込みください。 

４．受付期間後に申し込みを希望する場合は、電話にて受付状況をご確認ください。 

５．ＦａｘまたはＥ-mail でもお申し込みを受け付けいたします。 

◆ 受講決定  

１．申し込み後、当センターから中止等の連絡がない限りは、申し込み通り受講ください。 

２．定員の関係で人数の調整や、中止の場合は開講日の１週間前までにご連絡いたします。 

※雇用保険被保険者の受講者が各コース７名以下のときには中止となる場合があります。 

なお、受講決定優先順位は下記ア、イとします。 

ア．｢木工科(職種別の研修)」は担当団体の会員事業所の方を優先とし、次に先着順とします。 

イ．その他の研修は雇用保険被保険者を優先とし、次に先着順とします。 

◆ 受講料の取り扱い  

１．受講料は教材費、消費税 10%を含む金額です。 【登録番号：T4-4300-0500-7365】 

２．受講料は申し込み後、開講日までにお支払いください。ただし北門信用金庫の口座振替を利用される

方は後払い（人材開発支援助成金が支給された時点）でも構いません。 

３．開講日の１４日前（該当日が土日祝日の場合は、その直前の開館日）までに取消しの連絡がない場合

は受講料をお支払いいただく取り扱いとなりますのでご注意ください。 

４．受講料をお振り込みされる場合は、下記口座へお願いします。また、振り込み手数料はご依頼人様に

てご負担願います。なお、お振り込みの場合は必ず Tel または Fax でその内訳をお知らせください。 

⇒北門信用金庫本店（普通）０９６４００９ 一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会 

５．｢木工科(職種別の研修)」では、実施担当団体の訓練運営費が別途必要になりますので、その場合はお

申し込みの際にご連絡いたします。 

６．インボイス制度導入により、請求書または領収書をご希望の方はご連絡ください。 

◆ 受講者への伝達事項  

１．各コースの初日は研修の概略説明及び導入部分となりますので、必ずご出席ください。 

２．開始時間の５分前までに教室にお入りください。 

３．使用する教室は各会場とも必ず案内板にてご確認ください。 

４．遅刻、早退、欠席の場合は当センターへ必ずご連絡ください。 

◆ 実施場所、申し込み、問い合わせ先  

  この案内は、令和８年度（令和８年４月１日～令和９年３月３１日）に当センターで実施する研修・講
座を広く周知するとともに、人材開発支援助成金訓練実施計画届に伴う「職業能力開発計画」を作成いた
だけるよう発行しているものです。申込状況によりコースの中止など、変更になることがありますので、
ご承知おきください。内容等が変更になる場合は、別途お知らせいたします。 

 

スキルアップセンター空知 
〒073-0025  

滝川市流通団地３丁目６番２３号  
Tel 0125-24-1880・Fax 0125-23-5261 

https://www.sorachi.ac.jp 
E-mail：suc@sorachi.ac.jp 

「スキルアップセンター空知」は 

「中空知地域職業訓練センター」の愛称です 

函
館
本
線 

東１丁目通り線 流通団地 

Ｊ
Ｒ
滝
川
駅 

至
砂
川
市 

滝川 
I.C 

国
道
12
号 

滝
川
バ
イ
パ
ス 

●滝川市役所 

スキルアップ 
センター空知 

国道38号 道
央
自
動
車
道 

至
旭
川
市 

国
道
12
号 
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令和８年度 研修・講座のご案内 

 

 助成金制度（研修・講座に受講者を派遣する事業主の皆さんへ）  

≪令和８年１月３０日現在の制度内容です≫ 

Ⅰ． 人材開発支援助成金 を活用する場合、事業所において次の手続きが必要です 

① 「事業内職業能力開発計画」を策定し、その内容を雇用する労働者へ周知する 

② 「職業能力開発推進者」を選任する 

③ 訓練開始日
．．．．．

の６か月前から
．．．．．．．

１
．
か
．
月前まで
．．．．

の間に「計画届」を北海道労働局へ提出する【期限厳守】 

④ 計画届の内容に沿って訓練を実施し、訓練終了日の翌日から２か月以内
．．．．．．．．．．．．．．．

に北海道労働局へ「支給申請」を

行う【期限厳守】 

 ※助成金の対象となる訓練は、１年度（支給申請日を基準とし 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで）につき、

１人あたり３コースまでに制限されています。 

 ※令和７年４月１日以降、申請手続きの簡素化に伴い、労働局における「計画届」の確認・受理行為は廃

止され、受付のみとなります。これにより、助成金の支給・不支給に関する審査は、「支給申請」時に一

括して行われます。 

 ※「計画届」を提出したことをもって、助成金の支給が確定するものではありませんのでご注意ください。 

Ⅱ． 計画どおりに受講すると…  

(1) 人材開発支援助成金（人材育成支援コース）賃金助成・受講料助成   

次の各事項に該当する中小企業事業主が申請することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研修･講座の人賃対象コースを修了した場合（賃金助成） 

 １人１時間あたりの賃金助成額８００円(一律)×訓練受講時間(実時間:分単位)が助成されます｡ 

●研修･講座の人受対象コースを修了した場合（受講料助成） 

 賃金助成に加えて受講料の４５％が助成されます。 

(2) 人材開発支援助成金（建設労働者認定訓練コース）賃金助成   
●研修・講座の建認対象コースを修了した場合 

雇用保険率 17.5/1000 の事業主､または建設業の許可を有する事業主が、建設業種の研修・講座に建設

労働者を派遣した場合は､上記(1)に示す助成金に加えて １人１日 ３,８００円（一律）が助成されます｡ 

 
※賃金要件・資格等手当要件 
 企業における賃金加算の取組みを支援するため、賃金を向上させた事業主に対して、助成額の引き上げ

があります。賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たした場合に別途申請し、割増し分を追加
で受給することができます。 

※人材開発支援助成金に「事業展開等リスキリング支援コース」が創設されました。 
 新規事業の立ち上げ等の事業展開に伴う人材育成や、業務の効率化や脱炭素化などを目的にデジタル・

グリーン化に対応した人材育成に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を支援
する制度です。対象となる訓練や事業主、助成額など詳細についてはお問合わせください。 

 なお、人材育成支援コース・建設労働者認定訓練コースとの併給申請はできません。 

※当センターへ書類作成等の事務委託が可能です(有料)。ただし、人材開発支援助成金訓練実施計画届受
理通知を受ける研修・講座が当センター主催のものに限ります。 

※各助成金の審査及び支給は北海道労働局が行いますので、支給対象外と判断される場合もあります。 

【 北海道労働局 職業安定部職業対策課 】 
〒060-8566 札幌市北区北８条西２丁目１－１札幌第１合同庁舎 雇用助成金さっぽろセンター６階 
Tel：011-788-9070／Fax：011-746-4660 
 

   スキルアップセンター空知 （中空知地域職業訓練センター） 

〒073-0025 滝川市流通団地３丁目６番２３号  

Tel：0125-24-1880 Fax：0125-23-5261 E-mail：suc@sorachi.ac.jp 

 

①-1 被保険者（有期契約労働者等を除く）を対象とする場合 
   派遣した従業員が訓練実施期間中において、被保険者であること 
①-2 有期契約労働者等を対象とする場合 
   派遣した従業員が訓練の終了日または支給申請日において、被保険者であること 
② 派遣した従業員が当該コース研修時間の８０％以上受講して修了すること 
③ 派遣した従業員に訓練期間中も通常賃金日額以上の賃金を支払っていること 
④ 訓練実施計画届の提出日の前日から起算して６ヵ月前の日から支給申請日までの間に、雇用する雇用

保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしたことがない事業主であること 
⑤ 労働関係法令違反をしていないこと（労働時間１週間４０時間、適切な割増賃金の支払等） 
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